
独占禁止法審査手続についての懇談会（第１回）議事録 

１ 日時 平成２６年２月２８日（金）１０：００～１１：４５ 

２ 場所 中央合同庁舎第４号館共用第３特別会議室 

３ 出席者 

（懇談会委員） 

座長 宇賀 克也  東京大学大学院法学政治学研究科教授 

委員 青柳 馨   日本大学大学院法務研究科教授 

今井 猛嘉  法政大学大学院法務研究科教授 

及川 勝   全国中小企業団体中央会政策推進部長 

大沢 陽一郎 株式会社読売新聞東京本社論説委員 

川島 千裕  日本労働組合総連合会総合政策局長 

河野 康子  全国消費者団体連絡会事務局長 

榊原 美紀  日本経済団体連合会経済法規委員会競争法部会委員 

弁護士 

泉水 文雄  神戸大学大学院法学研究科教授 

中川 丈久  神戸大学大学院法学研究科教授 

舟田 正之  立教大学名誉教授 

三村 優美子 青山学院大学経営学部教授 

矢吹 公敏  弁護士 

（その他） 

公正取引委員会 松尾経済取引局長、岩成官房参事官 

（事務局） 

内閣府 梅溪内閣府審議官、独占禁止法審査手続検討室 井内室長、品川参

事官等 

※ 稲田内閣府特命担当大臣は、所用のため欠席。 

４ 会議次第 

（１）開会 

（２）梅溪内閣府審議官挨拶 

（３）懇談会の運営について 

（４）委員紹介 

（５）独占禁止法と審査手続の概要の説明（公正取引委員会） 

（６）懇談会の進め方について 

（７）閉会 
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５ 議事録 

○井内独占禁止法審査手続検討室長 それでは、定刻になりましたので、ただいまより第

１回「独占禁止法審査手続についての懇談会」を開催させていただきます。 

 カメラにつきましては、御退室を願えればと思います。 

（報道関係者退室） 

○井内独占禁止法審査手続検討室長 内閣府で独占禁止法審査手続検討室長を務めており

ます井内です。よろしくお願いいたします。 

 委員の皆様方には御多忙のところをお集まりいただき、誠にありがとうございます。 

 本日は稲田内閣府特命担当大臣が参加して御挨拶をする予定でございましたが、国会用

務のため、急遽出席できなくなりました。 

 開催に当たりまして、梅溪健児内閣府審議官から御挨拶を申し上げます。 

○梅溪内閣府審議官 おはようございます。今、紹介いただきました内閣府審議官の梅溪

でございます。 

 委員の皆様におかれましては、この「独占禁止法審査手続についての懇談会」の委員へ

の御就任を御快諾いただきまして、大変ありがとうございます。御礼申し上げます。 

 本懇談会におきましては、経済活動の基本ルールを定める独占禁止法を運用する公正取

引委員会の行政手続につきまして、委員の皆様方に御議論をお願いしたいと考えておりま

す。検討に当たりましては、我が国の法制度全般との関連も踏まえつつ、広い視点からの

議論が必要であると考えております。委員の皆様方におかれましては、それぞれの御専門

の分野での御知見を十分に発揮していただきまして、活発な御議論をお願いし、本懇談会

の成果を取りまとめていただきますように私からお願いを申し上げます。よろしくお願い

いたします。 

○井内独占禁止法審査手続検討室長 この懇談会につきましては、お手元の資料２にござ

いますように、昨年 12 月に成立いたしました独占禁止法改正法の附則におきまして、公正

取引委員会が事件について必要な調査を行う手続について、改正法公布後１年を目途に結

論を得ると規定されていることを踏まえまして、開催するものでございます。懇談会の座

長につきましては、既に稲田大臣のほうから宇賀克也委員を指名いたしておりますことを

御報告申し上げます。 

 懇談会の委員の方々につきましては、お手元の資料１、内閣府特命担当大臣決定の紙の

別紙ということでおつけしております。これを御覧いただくことで省略させていただきま

す。 

 なお、本日ですが、村上委員におかれては所用のため、御欠席となっております。 

 また、本日は公正取引委員会の松尾経済取引局長に御出席いただいております。 

 それでは、ここからの進行は宇賀座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

○宇賀座長 東京大学大学院法学政治学研究科で行政法を専攻しております宇賀と申しま
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す。大変僭越ではございますが、大臣の御指名でございますので、座長を務めさせていた

だきます。 

 独禁法の実効性を確保するという要請も、また、被調査者に対する適正手続を保障する

という要請も、いずれも重要な法益であって、その両者がうまく両立できるような結論を

模索していくという困難な作業になるかと存じますが、皆様の御協力を得まして、よい結

論が得られますように微力を尽くす所存でございますので、どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

 本日は第１回の会合ですので、まず懇談会の運営規則を決定したいと存じます。案を作

成しておりますので、事務局に説明していただきます。 

○品川独占禁止法審査手続検討室参事官 独占禁止法審査手続検討室の参事官をしており

ます品川でございます。 

 それでは、お手元の資料を御覧いただけますでしょうか。先ほど一部御覧いただきまし

たけれども、１枚目が会議次第でございまして、その後に右上に番号を振ってございます

が、資料１～資料６まで御用意をいたしております。お手元にないという方がおありでな

ければ、進めさせていただきたいと思います。 

 資料４を御覧いただけますでしょうか。資料４が懇談会の運営規則の案となっておりま

すので、御説明をさせていただきます。 

 懇談会の運営規則（案）でございますが、１つは先ほど御覧いただいた資料１が大臣の

決定事項でございますが、運営についてはこれに定めるもののほか、この規則の定めると

ころによるということでございます。 

 ２番目でございますが、座長が懇談会の進行を務めさせていただきます。座長は座長の

職務を助けるために座長代理を指名することができることになっておりまして、座長代理

は座長の命により座長の職務を代理することができることとさせていただきたいと思って

おります。 

 ３番目、意見の提出でございます。御都合で懇談会に欠席される方もおられるかと思い

ますけれども、そのような場合には、座長を通じて、付議される事項について書面で意見

をお申し出いただくことができると考えております。 

 ４番目、資料の公表でございます。懇談会で配布されました資料につきましては、原則

として懇談会終了後、速やかに公表するという扱いにいたしたいと考えております。 

 その他、規則に定めるもののほか、懇談会に関して必要な事項は座長に定めていただく

ということで考えてございます。 

 御説明は以上でございます。 

○宇賀座長 ただいまの運営規則（案）の説明につきまして、何か御意見はございますで

しょうか。 

 特段ないようでございますので、運営規則を配布資料のとおり決定させていただきたい

と存じます。 
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 次に、運営規則によりまして、座長代理を指名させていただきたいと存じます。舟田委

員にお願いしたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。 

○舟田委員 舟田です。よろしくお願いします。 

○宇賀座長 では、舟田座長代理はこちらの席に御移動をお願いいたします。 

（舟田委員、座長代理席に移動） 

○宇賀座長 本日は第１回の会合でございますので、出席いただいている委員の皆様から

自己紹介も兼ねて問題意識などをお話しいただきたいと存じます。１人２分を目安に御発

言をお願いいたします。 

 それでは、舟田座長代理から座席の順番にお願いいたします。 

○舟田座長代理 この問題は最初に独禁法改正が出た、もう何年前になるでしょうか。大

分前からちらほら議論してきたのですけれども、難しい問題で、私もここで勉強したいと

思います。 

 １点だけ前から気になっていることがありまして、資料１で事件関係人が十分な防御を

行うことを確保するとなっています。この事件関係人とは何かということですけれども、

もちろん違反行為をしたのではないかという疑いをかけられた企業や会社がメーンだと思

いますけれども、実際にその従業員の立場はどうなるのだろうかということが前から気に

なっているところです。 

 過去の例でも私が知っているのは防衛庁の石油談合事件で、あれは有罪になりましたけ

れども、若い社員が有罪になって、しかも会社から懲戒解雇に近いこととなる。そうする

と違反行為があるのではないかというときから、会社と従業員との間には懲戒解雇になる

かというおそれが生じていたことになります。つまり会社側としては違反行為をしていな

い、コンプライアンスは十分やっていると主張します。そういう中で最初から言わば、一

種の利益相反の状況が生まれる。 

 利益相反のことはもちろんこの手続についても、弁護士が事件の依頼を受けるかどうか

というときに、利益相反があるかどうかを調べるという意味の利益相反がありますけれど

も、それ以外に適正手続の観点から、会社の弁護士さんが関与する場合に、会社と従業員

との間の利益相反の状態、言わば実体法上、利益相反になっているかということが、適正

手続を考える上で重要な点ではないかと思います。 

 そういう意味では私は言い過ぎかもしれませんけれども、この間から改正法を見ていま

して、今度の改正法では、会社は自社の従業員の供述調書は見ることができるとなってい

て、その辺はなぜそうなったのかが分かりません。もし私が先ほど言ったような一種の利

益相反関係になるのに、従業員は自分の上司に見られてしまうというのでいいのかどうか

疑問です。 

 この問題はもちろん最初から皆さんがよく御存じのとおりで、基本問題懇談会のときも

そのことについて、従業員が委縮するのではないか、だから問題だという書きぶりがある

と思います。しかし、委縮するというよりは、そういう実体法上の利益相反関係にあるの
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ではないかなという点を踏まえて議論すべきではないでしょうか。その辺はまだ私は思い

つきなので、これからいろいろと勉強したいと思います。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 それでは、青柳委員、お願いします。 

○青柳委員 日本大学法科大学院の青柳でございます。 

 昨年４月に教授に就任しまして、行政法等を担当いたしております。平成 24 年 11 月の

定年まで裁判官の職にありました。定年前の約 10 年間は東京高等裁判所に勤務しておりま

して、その間、独禁法違反に係る審決取消請求事件及び損害賠償請求事件等、何件か担当

いたしました。私と独禁法との直接の関わりというのは、その程度でございます。 

 この懇談会におきまして、いろいろ勉強させていただきながら、皆様とよい議論ができ

ればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 では、今井委員、お願いします。 

○今井委員 法政大学の今井でございます。 

 大学では刑事法の教育研究に従事しております。私は独禁法基本問題懇談会におきまし

て、専門調査員として議論に参画させていただきました。その当時から英米の刑事法にも

関心があるものですから、自己負罪拒否特権ですとか弁護人に対する依頼権の問題などを

勉強してきましたが、先ほど舟田委員からも御案内がありましたように、独禁法の分野に

おける、そういった問題の解決は実体法上も大変難しいものと思っておりますので、この

機会で十分勉強させていただければと思っております。どうかよろしくお願いいたします。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 では、及川委員、お願いします。 

○及川委員 全国中小企業団体中央会の及川でございます。 

 中小企業団体という団体ですけれども、主に商店街組合とか工場団地組合とか鍍金組合

とか、中小企業が集まって競争力をつけていくための団体です。団体をつくって運営支援

を行う特別認可法人にいます。組合も私どもの中央会も根拠法が中小企業等協同組合法で

ございます。中小企業組合は独禁法の適用除外団体ということで独禁法とは切り離せない

仕事に従事をしております。 

 今回この懇談会の中に、事件関係人が十分な防御を行うことを確保する観点という言葉

がございました。この事件関係人の十分な防御ということを中小企業の立場から見ますと、

法務部門を持たない 20 人以下の中小企業が中小企業全体の 87％、334 万者あるという実態

を踏まえたときに、十分な防御というのがどういうことなのかをいろいろな御相談を窓口

相談等々で経験をさせていただきました。そういった現場の声をお伝えできればと思って

おります。よろしくお願い申し上げます。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 では、大沢委員、お願いします。 
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○大沢委員 読売新聞で論説委員をやっております大沢と申します。よろしくお願いいた

します。 

 私は読売新聞では社会部に長く在籍しまして、公正取引委員会が手掛ける事件も取材す

る機会がありました。国民の立場からすると、やはりカルテル、そういったものは非常に

国民生活に大きな影響を与えるということで、新聞社としても重大な案件ということでい

つも取材をしてきた次第です。 

 昨今、リーニエンシーとか独禁法を取り巻く改正がありまして、随分変わってきたなと

いうのを感じるのですけれども、特にそういった中で、こういった従業員やその企業の方

の防御権というのもしっかり見ていかなければいけないということは大切なことだと思い

ますので、少しでもそのお力になればと思っております。よろしくお願いいたします。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 では、川島委員、お願いします。 

○川島委員 連合の川島でございます。 

 まず、私ども連合から、この懇談会に参加をさせていただくということになりました。

御礼申し上げたいと思います。 

 私ども連合は、公正な取引関係の実現に向けて、独禁法、下請法の強化ですとか、その

ための公正取引委員会の強化などをこれまでも求めてまいりました。労働者、働く者の立

場から、この懇談会に参加することによって、公正な取引関係の実現に少しでも貢献がで

きればと思っております。 

 ２点ほど申し上げたいと思っております。まず、公正取引委員会が行う調査手続につい

て、関係する法令などがどうなっているのかということ。その一方で、実際の調査の現場

では、どのような調査が行われているのか。これらをこの懇談会の場で十分に共有するこ

とが、個別の制度運用を検討する上で重要だと考えております。 

 ２点目ですが、これは舟田先生もおっしゃっておりましたが、事件関係人といった場合

に私どもの認識としては、会社の看板を背負って仕事をしている社員、従業員という立場

と、労働者、生活者、一個人、泣きもすれば笑いもするといった立場、２つあるんだと思

っております。この双方の立場に留意した検討が必要だと考えております。このような観

点から、今後のヒアリングにおいては多様な有識者、実務家の方々からお話が伺えるよう

に御検討をお願いしたいと思っております。 

 最後に、今、法制審の新時代の刑事司法制度特別部会で取調べの可視化といった検討が

行われております。もちろん行政と刑事という違いを十分念頭に置いた上でという前提つ

きではありますけれども、こうした審議会における議論経過なども参照することが有益だ

と思っておりますので、申し添えます。よろしくお願いします。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 では、河野委員、お願いします。 

○河野委員 皆さん、おはようございます。全国消費者団体連絡会事務局長の河野と申し
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ます。 

 私の所属している消費者団体は、今現在、会員が 45 団体ありまして、全国組織、それか

ら地方で活動している組織。そういったところの消費者団体の連絡会というところでござ

います。創設は 1957 年でそろそろ 60 年近くになります。消費者団体と申しますと当然の

ことながら、公正取引委員会さんの本来持っていらっしゃる業務には非常に期待するとこ

ろでありまして、企業の競争によって、よりよい商品をより安く消費者に提供するという

努力が損なわれずに公正な市場が成立して、私たち消費者が安心して消費行動を行うこと

は、私たち消費者にとっても国民にとっても非常に大事な部分だと思っております。 

 平成 21 年６月に独占禁止法の改正が行われました。その附則と附帯決議をもとに、この

たび審判制度が廃止に至ったと理解しております。私たち全国消団連では、それ以前から

審判制度廃止に関しましては、公正取引委員会の独立性と執行力を弱めることになるので

はないか、ひいては消費者利益に反するという立場になるのではないかということで、一

貫して反対してまいったところでございます。 

 このたび、さらなる制度の緩和策が検討されるというふうに私自身は懸念しております

けれども、最近でも報道によりますと、電気料金の値上げに関して、実際は随契から競争

入札に移って、私たち消費者にとってみると、よりよい方向に行くのかなと思っていまし

たら、例えば東電の送配電の談合ですとか、関電さんもそうですし、北陸新幹線の官製談

合等も報道されています。なかなかこういった事例は後を絶たないんだなと消費者側から

は見ております。 

 今回の検討が、公正取引委員会が日本の市場において果たしてきた本来の目的を損なう

ことにならないように、また、公正で透明性のある市場の確保を望む立場から、消費者と

してしっかり勉強して意見を申し上げていきたいと思っております。どうぞよろしくお願

い申し上げます。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 では、榊原委員、お願いします。 

○榊原委員 榊原でございます。おはようございます。 

 私はパナソニックに勤務をしておりまして、普段は知的財産法をメーンに仕事をしてお

ります。本日は経団連のほうから経済界の代表として、この会議に参加をさせていただい

ておりますので、経済界の意見を主に申し上げておきたいと思います。たくさんございま

すので、座ったままで失礼いたします。 

 幾つか経済界でアンケートをとったり、訴訟代理人をしている弁護士の方からも多く意

見を代弁してほしいという声がありまして、例えばですけれども、具体的な話になります

が、立入検査に際して、その検査の性格が、やはり企業の担当者は法律の知識がある方が

少ないので分からないということで、任意だとか間接強制だということはもちろん分から

ないで、そもそもどの事実について違法であると言われているかも分かりませんので、が

さっと資料を公取の方に持って行かれてしまうそうです。アドレス帳なども含まれていた
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りとか、実際には事件に関係のないものも持って行かれるとしても、何を持って行ってい

いかどうかの判断がつかないので、刑事事件の令状主義とかであれば、ある程度関係ない

ものは関係ないということが分かると思うんですけれども、それが分からないという意見

が非常に多くて、そのときにコピーを要求するということもなかなかできない。そういう

ことを申し上げたりもできないような状況にあるということのようです。 

 その後、取調べ段階になってきて、事件が進んできて、その謄写を請求したりというこ

ともあるようですけれども、実際には公取でコピー機を貸していただけないということも

あって、何千ページと持って行かれたものを、自分でコピー機を企業の担当者ないしは法

律事務所の事務員が持って行かないとコピーができないというような実情で、実際にも最

近の例でスキャナとパソコンを持ち込んで一生懸命コピーをしたという例があるんですけ

れども、スキャナは皆さん御存じのとおり、非常に時間がかかる。それで何日間も会議室

を借りてコピーをしたというような例もございます。 

 防御について、なかなか実情はできないということです。当社の例でも公取の方が使っ

ておられるときは資料の閲覧を当社はさせていただけなかったということで、全てをいつ

も使っておられるとは思わないのですけれども、１週間、２週間も待たされたというよう

なこともあるという話です。 

 あとは事前の告知についても口頭でなされるので、一体どの事実について公取がストー

リーとして証明をしようとされているのかも分からないということで、やむなく公取のス

トーリーを知るために審判を請求しているというような不思議な状況に過去なっていたと

いうことは言われています。やはり今、言ったようなことも弁護士立会権などがあれば、

恐らく大分改善されるのではないかと思いますけれども、立入りのときにコピーをしよう

としても、知識のある人がいないのでコピーを要求できないであるとか、そういう状況に

あるので、弁護士が立ち会っていれば、少しは違うのだろうかと思います。 

 取調べについても、先ほど従業員の方の利益相反の話がありましたけれども、本当にそ

のとおりで、自分がしゃべらないとリーニエンシーが利用できないのではないかとか、そ

ういうふうな誤導のような発言も公取の方がされたりしているというようなことも実際に

アンケート結果では出てきていまして、個人、従業員と会社の立場を整理しなければいけ

ないという問題もありますし、黙秘権とか自己負罪拒否特権とか、そういったものがあれ

ば少しは違うと思いますけれども、そういうものもないということです。権利が、そうい

う謄写請求権とか黙秘権とかが仮に完全に認められたとしても、告知義務がなければ、結

局知らない人は要求をしないということにもなるので、告知義務みたいなものも一緒に必

要だろうと思います。 

 あとは弁護士依頼者間の秘匿特権についても非常に経済界から心配をしている声が上が

っていまして、今、国際競争をグローバル企業は皆やっていて、公取のほうの事件でも国

際カルテルとなってきていると思うんですけれども、海外の実務家からすると弁護士立会

権とか秘匿特権がないということは非常にびっくりされる。私も正直、日本の制度が少し
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恥ずかしいというようなことも感じます。 

 最近米国の裁判所からディスカバリーのリクエストに対しては資料の提供を拒否された

と聞いておりますけれども、当局間でどういうふうになされているのでしょうか。そうい

った実態もいろいろな課題について検討する前提として教えていただかないといけないと

思います。 

 今いろいろな論点を申し上げたのですけれども、それぞれについて、その場その場で大

分違うそうです。事件によって違うそうです。独禁法の専門家である代理人がついている

事件については、非常に公取の方の対応がいいそうです。代理人がついていないような事

例では、今、言ったようなことが起こっているということもあるので、運用でまちまちと

いうのが、何かその運用マニュアルがあるのであれば、やはり開示をしていただきたいで

すし、実態についてもどうしてそういうことが起こっているのかということを、防止する

以前の問題として示していただけないかなと思います。 

 警告についても争うことができないというか、違法と確定しているわけではないんです

けれども、レピュテーションリスクということがあるので、双方の主張を掲載していただ

くとか、何らかの措置を期待したいという意見がございます。 

 一件記録について、自分の供述証書の交付請求という話も先ほどありましたけれども、

例えば違反事実を否定するような証拠とかについても、やはり開示ないしは謄写を認めて

いただきたいという意見がございます。 

 大体以上でございます。長くなりましたが、よろしくお願いいたします。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 では、泉水委員、お願いします。 

○泉水委員 神戸大学大学院法学研究科の泉水と申します。 

 経済法、独占禁止法を専門としております。独占禁止法につきましては、リーニエンシ

ー制度が導入されてから十年近く経ったわけですが、私も実は 2003 年にリーニエンシー制

度の導入が議論された際に海外調査をさせられたことがございますが、当時から独禁法の

実体規定やエンフォースメント、とりわけ課徴金制度を含めたエンフォースメントが随分

と変わったわけでありますが、このような中でこのテーマは重要であり続けますます重要

になっていると思っております。 

 ただ、もう既に各論の話もいろいろと出てきておりますが、附帯決議と附則を見てみま

すと、例えば附則には「我が国における他の行政手続との整合性を確保しつつ」というこ

とが書いてあり、他方附帯決議においては「諸外国の事例を参考にしつつ」と書いてあり

まして、それぞれの論点についてこの我が国の他の行政手続と諸外国の事例の両方を見な

がら見ていくことは、それぞれが随分難しいですし、さらに、先ほど出てきたいろいろな

論点はそれぞれが国内、外国のそれぞれの制度や事情とリンクしておりまして、なかなか

難しい複雑な問題であると考えております。 

 これからほぼ１年間になるかと思いますけれども、勉強させていただき、何らかの貢献
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をさせていただければと思っております。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 では、中川委員、お願いします。 

○中川委員 神戸大学の中川でございます。 

 行政法が専門でございまして、行政法ですから２つの視点を持っています。１つは行政

調査権限一般を視野に置きながら、その中でどのくらいまで独禁法の調査権限における手

続的公正を追究すべきかという話が１つあります。もう一つは、諸外国との相場観ですね。

そういった観点から関心を持っております。 

 独禁法に関しましては、先ほど座長代理の舟田先生、今井委員から御指摘のありました

基本問題懇談会のときに参加させていただきまして、それ以来、行政手続面あるいは訴訟

手続面でずっと関心を持っておりました。 

 行政調査に関しましては、実は行政法の分野では余り成果のない分野です。私はたまた

ま、行政調査関係で東京地裁に意見書を書くことがあったのですが、これは健康保険法の

調査に対して弁護士の同席を認めるかというのが１つの論点だったものであります。その

とき、実態もいろいろ伺ったり、あるいは文献も調べてみたのですが、判例も調べてみま

したが、非常に少ない。そして、実態も弁護士の同席を認めるところもあれば、認めない

こともあるようで様々です。特に権利としては認めていないのですが、実態は実に様々で

あるということが分かりました。 

 基本問題懇談会のときに外国法制も少し調査があったのですが、これまた非常に複雑で

ありまして、秘匿特権あるいは専門家の位置づけというのが国によって様々で、これはい

わゆる法文化的な背景がございまして、どのように日本に持ってくるのがいいのかという

のが本当に悩ましい問題であったということを記憶しております。そうしたわけで、ほか

の行政調査権限や、ほかの国という意味で視野を広げなければいけませんので、非常に難

しい問題であると覚悟をしております。 

 どのくらいお役に立てるか分かりませんが、努力してまいりたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 それでは、三村委員、お願いします。 

○三村委員 青山学院大学の三村でございます。 

 実は、私はこの独禁法そのものの専門家ではございません。ただ、私の関係しておりま

すのが、いわゆる流通あるいはマーケティング分野でありまして、基本的には特に独禁法

の不公正取引のことが非常に大きく関係しているということがございました。その意味で

も少し関心は持ってきたということでございます。独禁法の運用が非常に強化される中で、

恐らく出てきた問題が大きいのではないかという感じがしています。 

 特に不公正取引の問題となりますと非常にグレーゾーンが多いということで、恐らく相

当に調査が難しい中で運用されていると思っておりますし、今回の調査手続の改善という
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のが、公正取引委員会の調査そのものの有効性とか実効性を高めるという形の中に結びつ

いていただければ、全体としてありがたいのではないかという感じがいたします。 

 実際のところ、実は独占禁止法が強化されて、例えば優越的地位の濫用にも課徴金制度

が導入されたということで、一種の歯止め効果とか抑止効果が高まってきたということで

すが、実はそういうことで取り上げられるようなものではなく、非常に多くの状況がござ

います。その状況の中で、しかしながらグレーであるんだけれども、できるだけそれを抑

止しながら、できるだけそれを観察しながらという形の中においても独禁法がやはり大き

な役割を果たしてきたということでありますので、そういう意味での調査の有効性を高め

るという関連をつけながら、この議論を進めていただければありがたいかなと思っており

ます。 

 以上です。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 では、矢吹委員、お願いします。 

○矢吹委員 弁護士の矢吹です。よろしくお願いします。 

 私は日本弁護士連合会の独占禁止法改正問題ワーキンググループの事務局長ということ

で多分選任されたのだと思います。他方、一橋大学大学院で独禁法、競争法の教鞭もとっ

ていますので、そちらの立場からも御意見を言えればと思います。 

 日弁連では基本問題懇談会のときからこの改正問題はずっと関与しておりまして、意見

書も数々出させていただいています。次回の改正に向けては、取締りの可視化、弁護士依

頼者秘匿特権、証拠開示という問題を中心に意見書を出していますけれども、これからも

また日弁連として次回の改正問題に関する意見書を出させていただこうと思っています。 

 私の視点は、やはり他の行政法、刑法等の整合性をいかに出すかというところ、すなわ

ち、これは独禁法ではリーニエンシーがかなり利用されて、これが審査に相当役立ってい

るところの特殊性があるところをどのように考えるかという点が１点あります。 

 衆議院の附帯決議に出ていた他国との整合性という問題も２点目の検討課題です。他国

ではかなり審査、それから罰則が強化されていて、自動車部品のカルテルでは 29 人も日本

人がアメリカの刑務所に１年以上収監されている、ないしは収監されるという現実があり

ます。他方、それぞれの個人にはもちろん弁護士がついていて、調査の段階から弁護士を

つけるように、むしろ司法省のほうから言われており、被疑者の権利と罰則の強化という

ことの整合性をとっています。 

 そこをどのように日本の制度の中で受け入れていくかということだと思います。その点

で実効性のある審査ということも、本件でどこまで話のスコープを考えるかということに

も関係しますが、私としては今後の課題としてはあるのではないかと思います。やはり例

えばアメリカで、ヨーロッパでもそうですが、いかに当局のほうに協力するかということ

で、罰金の価格が決まるようなところもありまして、そういった協力に応じる幅というも

のが公取にあってもいいのかもしれませんし、更に課徴金の裁量性ということも言われて
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おり、ここの議論の範囲ではないかもしれませんが、今後の課題であると思っています。 

 以上の視点を持ちまして参加をさせていただきたいと思いますので、今後ともよろしく

お願いいたします。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 それでは、次に、独占禁止法と審査手続の概要の説明でございます。これは今後、公正

取引委員会の審査手続についての検討を進める際に、議論の前提として委員の皆様に知っ

ておいていただくことが必要な制度や事実関係などを公正取引委員会からお話しいただく

という趣旨でございます。 

 それでは、公正取引委員会から説明をお願いします。 

○松尾公正取引委員会経済取引局長 公正取引委員会の経済取引局長の松尾でございます。

よろしくお願いいたします。説明は座ってやらせていただきます。 

 お手元に配布しております資料５、横長の資料でございますが、これに基づいて御説明

させていただきます。 

 今回のこの懇談会におきましては、独占禁止法の審査手続の在り方を検討することとな

ってございますが、今、座長のほうからも御発言がありましたように、そもそも独占禁止

法とはどのような法律かというところから資料を用意させていただいております。 

 １ページ、独占禁止法の目的として、独占禁止法の第１条の目的規定を記載させていた

だいております。独禁法を一言で申し上げますと、公正かつ自由な競争の促進を図るため

の法律であるということになります。公正かつ自由な競争を促進するということは、事業

者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることでありまして、市場メカニズムが正

しく機能していれば、事業者は自らの創意工夫によって、より良質で廉価な商品・サービ

スを提供して売上を伸ばそうといたしますし、設備投資を行うなど、事業活動を活性化さ

せていくことにつながっていくことになります。このような事業者間の競争によりまして、

消費者のニーズに見合ったサービスを選択できるようになります。 

 この結果、１ページ目の上段のほうに記載されていますとおり、「一般消費者の利益の確

保」、「国民経済の民主的で健全な発達」ということが達成されていくということでござい

ます。 

 このような基本的な考え方のもとにおきまして、公正かつ自由な競争が制限されたり、

あるいは阻害されたりしないよう、企業が守るべき取引のルールを定めたものが独占禁止

法でございまして、このページの一番下に記載してございますとおり、「不当な取引制限の

禁止」、「私的独占の禁止」、「不公正な取引方法の禁止」、これらを禁止することによりまし

て、公正かつ自由な競争を維持促進していこうということに努めておるところでございま

す。 

 ２ページ、今、申しました独占禁止法の禁止規定でございます。 

 まず、不当な取引制限でございます。これはいわゆるカルテルと呼ばれるものが典型例

でございまして、典型的には同業者間で価格について話合いをして、一斉に値上げをする
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といった行為がこれに該当するものでございます。また、入札談合も独禁法上は、この不

当な取引制限の一例として規制されておるところでございます。 

 続きまして、私的独占でございます。これは典型的には、市場における有力な事業者が

同業者を支配下に置く、あるいは新規参入事業者や競争事業者を排除することで、競争を

実質的に制限する。こういった行為でございまして、競争機能が損なわれる、競争が実質

的に制限されるという点では、不当な取引制限と私的独占は同じということになります。 

 続いて、不公正な取引方法でございます。これは公正な競争を阻害するおそれがある行

為、つまり、不当な取引制限や私的独占よりも競争への実際の影響は小さい段階で規制す

る必要のある行為等を規制しようとするものでございます。ここに記載されてございます

共同の取引拒絶等の５つの行為類型につきましては、独占禁止法において、その具体的内

容が法定されておるところでございます。また、このほかにも公正取引委員会が指定する

類型がございまして、全ての事業者に適用される一般指定、特定の業種に適用される特殊

指定というものがございます。 

 最後に、競争制限的な企業結合でございます。これは合併等の企業間の結合によって、

市場の構造それ自体が変化して、競争が実質的に制限された結果、消費者や需要者が不利

益を受けるということになってはいけないという観点から、そのような競争制限的な企業

結合を禁止するための規制でございます。 

 また、企業結合規制はこれまで説明してまいりました不当な取引制限、私的独占等とは

異なりまして、いわゆる事前規制ということになっておりまして、一定の規模以上の企業

結合につきましては、公正取引委員会へ事前の届出義務を課しておりまして、競争が実質

的に制限されることとならないかどうかを公取が事前に審査をしておるところでございま

す。 

 以上が独占禁止法における主な禁止規定といたしまして、４つの類型を御紹介させてい

ただきましたが、３ページ以降の説明につきましては、この中から不当な取引制限、私的

独占、不公正な取引方法、これらの規制ということを念頭に置いて説明させていただくこ

とにいたします。 

 ３ページ、ここに書いてございますのは、事業者が独占禁止法の禁止規定に違反した場

合の公正取引委員会による措置についてでございます。公正取引委員会による措置といた

しましては、基本的には違反事業者に対して排除措置命令という行政処分を行うことによ

って違反行為を排除し、競争を回復させるということが、ここに書いてございます全ての

禁止規定に共通した対応となっておるところでございます。 

 それに加えまして、不当な取引制限、私的独占、不公正な取引方法の一部、ここに書い

てございます類型でございますが、これらにつきましては課徴金納付命令という行政処分

も併せて行うということになっております。課徴金納付命令は違反行為の抑止を図る観点

から、法令で定められた方法で算定された額を国庫に納付するよう命じる金銭的な不利益

処分でございます。 
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 具体的な課徴金の算定方法につきましては、この表の下に記載してございますとおり、

個別の事業者ごとに違反行為が行われていた期間中の違反行為の対象となった商品、役務

の売上額等を算定し、その金額に上記表に記載されている算定率を乗じて得た額を義務的

に賦課するということになります。 

 この課徴金額の算定につきましては、違反行為が認定できれば自動的に算定されるとい

うものではなく、違反行為の対象となった商品・役務の範囲、違反行為の始期・終期、違

反事業者の規模・業種、さらに、下の注に記載しておりますように、主導的な役割を果た

していたかなどの事実を含め、課徴金納付を命ずるために詳細な事実認定が必要となると

いうことになってございます。 

 具体的に言いますと、例えば入札談合事件であれば、個別の入札物件ごとにその物件が

違反行為の対象であったか否か。また、価格カルテル事件であれば、取引先ごとにその商

品が違反行為の対象であったか否か。こういったものについて、更に詳しく判断を行って

いくということになるわけでございます。 

 後ほど御説明いたしますが、違反行為の有無を争う事業者だけではなくて、課徴金納付

命令に不服を持った事業者による審判件数も相当の数となっておりまして、課徴金納付命

令を行う事案の立証に関しましては、当委員会としてもかなりの苦労をしておりまして、

物証を一つ一つ積み上げていくといった作業を行っているというのが実情でございます。 

 なお、これらの行政処分以外に表の右側でございますが、不当な取引制限と私的独占に

つきましては、刑事罰の対象にもなり得るものということになっております。ただし、公

正取引委員会といたしましては、行政処分による対応を主と考えておりまして、悪質重大

な事件等については刑事告発をするという、いわゆる告発方針というものを公表している

ところでございます。 

 なお、参考といたしまして、このページの右側に EU と米国のカルテル等に対する制裁

金・罰金の算定方法について記載しております。カルテル等の違反行為に対し、EU におき

ましては日本の課徴金と同様の行政処分としての制裁金。また、下の米国におきましては、

刑事罰としての罰金を科すことができることとなっておるところでございます。 

 それらの上限といたしましては、日本の課徴金と比べて非常に高いものとなっておりま

す。また、EU や米国の制度は日本の義務的、画一的な課徴金制度とは異なっておりまして、

当局の調査に対する企業の協力の程度とか、非協力・妨害の程度、違反行為の重大性等、

様々な要素を勘案して、その上限はありますが、当局が裁量的な制裁金や罰金の水準を決

定できるというような仕組みになっておるところでございます。 

 したがいまして、これらの制度のもとでは、当局が協力・非協力の程度、情報の価値・

重要性を評価し制裁金の金額を裁量により決定することができるため、事業者に対しまし

ても、少しでも早く、より重要な情報を幅広く継続的に当局へ提供しようとするインセン

ティブが働く仕組みということになっておるところでございます。 

 ４ページ、次に、課徴金減免制度について御説明したいと思います。カルテルや入札談
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合といった行為につきましては、通常は秘密裏に行われるという問題がありまして、これ

を外部から発見することは非常に難しい作業になるということでございます。このため、

カルテル等の発見を容易にする観点から、違反行為を行った事業者自身が違反行為を行っ

ていたことを自主的に公正取引委員会に報告した場合には、課徴金の支払いを全額免除し

たり、一部減額したりする、いわゆる課徴金減免制度が平成 17 年改正におきまして、導入

されたところでございます。 

 この課徴金減免制度を平成 18 年１月から運用を開始しておりますが、その後、平成 21

年の改正におきましても、対象事業者数を最大３社から５社までに拡大する。さらに、同

一企業グループ内であれば、複数事業者が共同して申請できるというような仕組みに改善

していったところでございます。 

 この課徴金減免制度の実際の利用状況でございますが、平均いたしますと年間 100 件前

後の申請が行われているところでございまして、端緒の発見という観点から見ると相応の

効果を上げている状況にございます。なお、この課徴金減免制度のようなカルテル等の事

実を自ら当局に申告した事業者について、金銭的不利益処分等を減免する制度というのは、

我が国だけではなく、世界の多くの国や地域で導入されておりまして、これらは一般的に

リーニエンシー制度と呼ばれております。 

 参考といたしまして、４ページの下のほうに、米国、EU のリーニエンシー制度について

載せさせていただいております。これらの制度は日本の課徴金減免制度と大きな違いがご

ざいまして、１番目の申請者に対しましては、制裁金や罰金を免除する点においては、EU、

米国、日本も同様でありますが、２番目以降の申請者の減額率については、日本では公正

取引委員会の調査開始前の２番目の申請者であれば、50％、３番目なら 30％というように

法律で定められた減額率が画一的に適用されるのに対しまして、EU におきましてはここに

書いてございますように、全体で２番目の申請者でありますと 30～50％までの範囲、３番

目であれば 20～30％までの範囲といったように順位に応じた減額率は幅をもって定めら

れておりまして、当局に提出した証拠の付加価値、調査への貢献度等も考慮して、この幅

の中で当局が裁量的に減額率を決定できるというような仕組みになってございます。 

 また、米国におきましては、リーニエンシーの対象となる事業者は１社のみでございま

すが、２番目以降の申請者でありましても当局へ協力を行うことを前提に、その内容程度

等に応じて、司法取引によって罰金額の減額等が行われているところでございます。 

 このように EU や米国の制度のもとでは、事件が終了するまでの間、リーニエンシー申請

者は当局の調査に対して全面的かつ継続的な協力を行おうとするインセンティブがあるも

のとなっております。この点、我が国の課徴金減免制度におきましては、法令で定められ

た要件を満たすことで適用が認められる。課徴金の減額率は申請後の調査協力の程度にか

かわらず、申請順位によって一定率に固定化されるということになっております。 

 このため、事業者側にしてみますと、減免申請の要件を満たすのに必要と考えられる最

低限の事実以上の情報を当局に提供しようとするインセンティブはなかなか働きにくいと
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いうような状況になっておるところでございます。 

 ５ページ、実際の独占禁止法違反事件の処理状況でございます。平成 24 年度におきまし

ては、左側は法的措置件数でございます。これは排除措置命令の件数でございますが、平

成 24 年度におきましては延べ 126 名の事業者に対して、20 件の法的措置を採ったところ

でございます。 

 次に右側、課徴金の額でございます。平成 24 年度におきましては、延べ 113 名の事業者

に対して、約 250 億円の課徴金の納付を命じておるところでございます。若干の増減はご

ざいますが、総額 200 億円以上の水準が最近ずっと続いているというような状況にござい

ます。 

 この水準につきましては、課徴金減免制度の導入前よりは高いものとなっておりまして、

それは減免申請のなされた大型のカルテル・談合事件、こういったものを取り締まってき

たことの現れではないかと考えてございます。ただし、後ほど述べますが、EU や米国と比

べると、この課徴金額の水準は決して高くない。むしろ、まだ低いと言わざるを得ないの

かなというような状況にあるところでございます。 

 ６ページ、審判手続の開始件数の状況について御説明いたします。現行の審判制度は公

正取引委員会が行った排除措置命令や課徴金納付命令等の行政処分に不服があるものが審

判請求を行いまして、当該処分の当否を争うものでございます。この審判制度につきまし

ては、これも後ほど御説明いたしますが、平成 25 年の独禁法改正法により廃止されること

となっておりまして、現在係属しております審判等が終了するまでは存置されるというこ

とでございます。 

 審判手続の開始件数は、その法的措置件数や名宛人の数、事件の内容によって、様々な

要因によって変動するものでございますが、棒グラフで記載しておりますとおり、平成 18

年１月に課徴金減免制度が導入されたわけでございますが、それ以後におきましても審判

が減少しているというような状況にはございません。課徴金減免申請を行った事業者は違

反行為を自ら報告しているため、審判で争わないのではないか。あるいは当該事業者から

違反行為に係る情報を入手できることによって、公取の違反行為の立証が容易になって他

の事業者も審判で争うことをあきらめるのではないかというように考えられる方もいらっ

しゃるかもしれませんが、実態といたしましては、その課徴金減免申請を行って課徴金の

減額を受けた事業者であっても、違反行為の認定自体に不服がある、また、違反行為の認

定には不服はないけれども、課徴金額等には不服があるとして、課徴金納付命令の内容を

審判で争う。こういった事例は少なからず存在するところでございます。 

 また、減免の適用を受けない事業者は、通常の事件と全く同様に審判請求を行ってくる

ということでございまして、減免申請に係る事件であるからといって、詳細な事実の立証

が不要になるというような状況にはございません。 

 このように課徴金減免制度の導入によって従来の一般からの申告と比べれば、各段に詳

しい端緒情報が得られるようになったことは確かでございますが、減免申請者から得られ

16 
 



る情報だけで審判、訴訟に耐え得る行政処分を行えるものではなく、公取の審査官が労力

をかけて物証と供述を丁寧に積み重ねる立証が引き続き必要な状況というものは変わって

いないというのが現状でございます。 

 ７ページ、先ほども触れましたカルテル、談合事件の処理状況ということで、金銭的不

利益処分等の国際比較ということで、このページを用意させていただいております。先ほ

ども申しましたように、我が国の課徴金の額も近年の独禁法の改正によって算定率が引き

上げられてきておりますところでありますが、この表１、表２などを見ていただくと分か

りますとおり、日本の課徴金の水準は米国や EU と比較しますと低い水準にとどまっており

ます。特にカルテル、入札談合といった、いわゆるハードコアカルテルに対しては、米国

及び EU においては下の段の表にございますとおり、日本企業を含む各国企業に対しまして、

非常に高額な罰金又は制裁金が課せられているところでございます。 

 ８ページ、次に先ほど触れました審判制度の廃止について御説明させていただきたいと

思います。昨年の臨時国会で審判制度の廃止を内容とする独占禁止法改正法が成立したと

ころでございますが、その概要について説明させていただきます。 

 資料の一番左側に現行の手続を記載しておりますが、現行の手続におきましては、審判

手続が公取の行政処分に対して不服があるものの第一審に相当するものとして機能してお

るところでございます。当該審判手続を経て出される審決に対する抗告訴訟の第一審裁判

権が東京高等裁判所に属するものとされております。 

 これに対しまして、今般の改正により審判手続が廃止されることとなりましたので、廃

止後の手続というのが一番右側に書いてあるとおりでございますが、今後は一般の行政処

分と同様に第一審機能は東京地方裁判所に委ねることとなりました。従来は公正取引委員

会の専門的な知見を生かした審判の結果というのは、実質的な証拠がある限り、裁判所も

これを尊重するという実質的証拠法則がありましたが、今後は裁判官に一から判断してい

ただく形となりますので、公取としても従来以上に丁寧な立証が求められていくというこ

とになるものと考えてございます。 

 また、審判制度の廃止に伴いまして、公正取引委員会による最終的な判断が排除措置命

令において示されることとなるため、より慎重な判断基準に基づいて命令を行うことに資

するという観点から、従来より手厚い処分前手続といたしまして、公正取引委員会が指定

する職員が主宰する意見聴取手続、右側の上のボックスにございますが、これが整備され

ることになりました。 

 この意見聴取手続におきましては、公正取引委員会が認定した事実を立証する証拠、物

証、供述のような証拠の閲覧・謄写を認めることになっておりますが、これについては命

令の名宛人となるべき事業者が求めた場合に認めることとしております。この点は供述調

書の作成時点では供述人や事業者から写しの交付を認められても、現状は認めていないと

いう運用を行っているところでございまして、矛盾する印象をお受けになる方もいらっし

ゃるかもしれません。 
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 しかしながら、これは審査中の供述調書の写しを交付することにつきましては、口裏合

わせなどを容易にするなど、実態解明への影響が大きいため、認めていないということで

ございまして、これに対しまして意見聴取手続の段階では、通常は違反行為の実態解明の

ための審査活動は既に終えているという状況でございますので、行政処分の前提となる事

実認定の根拠を確認して、十分な意見を述べられるように配慮した制度としたものでござ

います。 

 なお、意見聴取手続におきましては、代理人が参加することが可能となっております。

この点も供述聴取への弁護士立会いは実態解明への影響が大きいため、認めていないとい

うことに対しまして、意見聴取手続は既に解明された実態を踏まえた行政処分の案に対し

まして、被処分予定者である事業者が意見を述べるための手続ということでございますの

で、代理人の支援を得て十分な意見が述べられるよう、従前の事前手続から認めておると

ころでございます。改正後の意見聴取手続におきましても審査官への質問や意見陳述にお

いて、代理人が一定の役割を果たされるものと考えているところでございます。 

 なお、この法律の施行日でございますが、昨年 12 月 13 日に公布されてございますが、

公布後１年６か月を超えない範囲で、政令で定める日とされておりますところ、具体的に

は当委員会や裁判所側の準備もありますので、そういった点を踏まえて今後定めることと

しておるところでございます。 

 ９ページ、独占禁止法違反事件の処理手続の流れということで資料を作成させていただ

いております。公正取引委員会が行う事件処理の流れといたしましては、ここにあります

ように大きく２つに分かれまして、まず、実態解明のプロセス。次に行政処分とその確定

までのプロセスと大きく２つに分かれております。実際の流れに沿って、説明をいたした

いと思います。 

 公正取引委員会では独占禁止法違反の疑いのある事実を発見するために、様々な情報を

収集しておりますが、事件調査を開始する手掛かりとなる違反行為に関する情報を一番左

側のボックスに記載してありますとおり、端緒と呼んでおります。この端緒につきまして

は、公取が独自に収集する職権探知、一般の方からの報告（申告）、課徴金減免制度に基づ

く申請、こういったものがございます。 

 このような端緒から違反行為の存在を疑うに足りる事実があると判断した場合、公取と

いたしましては、更に詳しく調査を行うため、右側の行政調査を開始することになります。

左から２つ目のボックスですが、その行政調査につきましては、独占禁止法第 47 条、下の

ほうに抜粋して載せてございますが、この独禁法第 47 条に基づく権限を行使して行う場合

と、法的権限を行使することなく関係者の任意の協力を得て行う任意調査とがございます。 

 前者の法的権限に基づく調査につきましては、これに従わない場合は刑事罰の対象とな

り得るという、いわゆる間接強制により実効性の確保を図る制度となっております。排除

措置命令等の法的措置を目途に調査を行おうとする場合には、このような間接強制権限、

独禁法第 47 条の権限を行使するのが通常でございます。 
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 これらの調査の結果、公正取引委員会が排除措置命令を行おうとする場合には、現行法

では排除措置命令等の名宛人となるべき者に対して事前通知を行い、意見陳述、証拠の提

出の機会を与えておるところでございますが、先ほど御説明いたしましたとおり、改正法

施行後におきましては、より手厚い事前手続としての意見聴取手続を実施することとなり

ます。公正取引委員会はこれらの処分前手続に出された意見や証拠等を参酌しても、なお

排除措置命令等の必要性を認めた場合におきましては、最終的に排除措置命令、課徴金納

付命令という行政処分を行うことになります。 

 10 ページ、今、事件処理手続の全体の流れについて御説明いたしましたが、10 ページに

おきましては、今回の懇談会のテーマとなります行政調査手続に係る部分に焦点を当てて

御説明させていただきたいと思います。不当な取引制限、私的独占等の違反被疑行為があ

った場合には、資料の左側の縦長のボックスにありますとおり、通常はまず事業者のオフ

ィス等に立入検査を行いまして、事業者が保有している関係書類、いわゆる物証の収集等

を行うことになります。 

 実際の立入検査は審査官が関係事業者の事務所や営業所を訪れまして、相手方の責任者

に対し、違反被疑事実の要旨や関係法条等を記載した文書を交付し、当該責任者の同意を

得てから開始しておるところでございます。その後、審査官が関係書類等を検査の上、事

件調査に必要となるものについては提出命令を出し、原本を留置しております。ただし、

事業者の事業活動に配慮いたしまして、事件審査に特に支障が生じない範囲におきまして

は、提出後におきましても自社が提出した当該物件の閲覧・謄写をすることは可能という

ことになっております。 

 立入検査で物証等を収集した後、審尋あるいは供述聴取を行うとともに、報告命令ある

いは報告依頼などを行うことが一般的ですが、順番が一律に決まっているというものでは

なく、事案ごとに適切な順番で実施しておるところでございます。 

 審尋・供述聴取について説明いたします。資料の右側上段のボックスでございます。 

 違反被疑事業者の従業員等から事情聴取を行うに当たりましては、審尋、これは出頭命

令を行った上で聴取を行うものでございまして、不陳述や虚偽陳述等につきましては、罰

則の対象となるものでございます。この審尋と違反被疑事業者の同意に基づく任意の供述

聴取とがございまして、多くの場合は強制力を伴う審尋ではなく、任意の供述聴取という

ことで事情聴取を行っておるところでございます。 

 審尋、供述聴取の実施方法でございますが、対象者は違反被疑事業者の従業員や役員、

取引先の従業員や発注官庁の職員等を対象とすることが多うございます。１事件につき数

十名に対し聴取を行うこともございます。聴取の場所につきましては、通常は対象者に公

正取引委員会、これは地方事務所も含めてということでございますが、公正取引委員会へ

の出頭を求めまして、その庁舎内で聴取をしておるところでございます。ただし、対象者

が遠隔地にいる場合などにつきましては、民間の会議室を借りるなどして聴取を行うこと

もございます。 
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 頻度と時間につきましては、供述人は必ずしも最初から素直に話してくれる方ばかりと

いうことでもございませんで、特に違反被疑事業者の従業員につきましては、事実関係を

慎重に把握する必要がございますので、通常は１回で聴取が終了するということはなく、

同じ人物から複数回聴取を行うことが多い状況となってございます。 

 また、基本的には対象者の勤務時間内に聴取を終えるようにしておりますが、仮に聴取

が長引き、勤務時間を超えるような場合におきましては、供述人の同意を得た上で実施を

しておるところでございます。さらに、聴取が数時間にわたる場合などにつきましては、

必要に応じて休憩や食事時間を確保しているところでございます。 

 続いて、聴取を行った場合の記録の方法でございますが、供述聴取の場合には通常は独

白形式の供述調書を、審尋を行った場合には通常は問答形式の審尋調書をそれぞれ作成し

ておるところでございます。これらはいずれにつきましても、供述人に読み聞かせ、閲読

させた上で署名・押印を求めているところでございまして、供述した内容に間違いがない

ことを供述人本人が確認した上で証拠化を図っているところでございます。 

 次に、下段の報告命令及び報告依頼でございます。これは当委員会が違反行為を立証す

るために必要と考えるデータ類、例えば課徴金の算定に必要となる個々の入札事案におけ

る落札金額などがございますが、こういった客観的な情報について、報告書の回答様式を

公取において、あらかじめ作成した上で、違反被疑事業者や取引先等に送付いたしまして、

一定の期間内にその報告を求めているところでございます。 

 最終的に立入検査で得た物証と供述聴取で得た供述調書を中心とする証拠全体によりま

して、公正取引委員会として行政処分を行うに足る水準まで違反事実の解明・立証ができ

たと判断したところで排除措置命令、課徴金納付命令のそれぞれの案を作成いたしまして、

事件の処理内容を決定していくということになります。 

 11 ページ、調査権限の必要性・重要性について御説明させていただきます。冒頭に申し

上げましたとおり、自由かつ公正な競争を促進して消費者の利益を増進するためには、独

占禁止法違反行為を排除して、競争秩序の迅速な回復を図ることが公正取引委員会に求め

られているところでございます。ただし、独占禁止法違反行為の実態解明はなかなか容易

なものではございません。 

 11 ページの右上の実態解明の困難性に記載してありますとおり、独占禁止法違反行為の

ほとんど、特にカルテル等につきましては、事業者が違反行為の存在を示すような資料は

極力作成しない傾向にございますので、もともと物証が乏しい。また、違反をはっきりと

示すような物証がもしあれば、極めて重要でございますが、そういうものはなかなか得ら

れないし、また、断片的な物証もそう多くは得られないという特徴がございます。 

 また、課徴金の算定や課徴金減免制度の説明でも触れましたとおり、日本におきまして

は欧米と異なり、調査への協力・非協力、提出された証拠の価値等を裁量的に判断して課

徴金額を決定するなどの仕組みにはなっておりませんので、違反被疑事業者には当委員会

の調査に協力するインセンティブが働かず、事業者側が自発的に違反行為の内容を示す証
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拠等を提出することも通常は考えられないところでございます。 

 課徴金減免制度がそれを一部補っておりまして、違反の発見・解明のための重要なツー

ルとして機能はしているところでございますが、それだけで十分な実態解明が行えるとい

うほどに強力な仕組みにはなっていないというのが現実でございます。公正取引委員会と

しては、減免申請時点で得られた情報だけで違反行為の詳細な全体像の解明、立証に足り

るということはまずございませんので、減免申請者には申請後も更に深い協力、つまり前

に説明いたしましたように、EU で条件とされているような継続的かつ迅速で誠実かつ全面

的な協力。こういったものを期待したいところでございます。 

 しかしながら、先ほど課徴金減免制度を御説明したときに申し上げましたとおり、我が

国の課徴金減免制度はそのような協力を動機づけるような仕組みにはなっておりません。

課徴金減免申請者でありましても審判請求を行う事例もあることなどに見られますとおり、

実際にも違反行為の立証に十分な協力を得ているとは言い難い状況にございます。そのた

め、公正取引委員会としては現行の調査権限等を駆使して違反行為を立証していく必要が

ございまして、立入検査、供述聴取等の調査権限が十分に機能することが不可欠というよ

うな状況になってございます。 

 このページの下のほうに立入検査、審尋・供述聴取とありますが、まず立入検査につい

て具体的に申し上げますと、違反行為を行っている者が違反行為の存在を示すような資料

を所持している場合、当該資料は違反行為の立証にとって極めて重要なものとなり得るわ

けでございますが、公正取引委員会が調査を開始したということが分かれば、当該資料は

直ちに処分されてしまうということになります。そのため、公正取引委員会が調査を開始

する際に、事業者に予告することなく立入検査を行うことにより、そのような直接的な証

拠を収集する必要性は極めて高いものということができます。 

 また、直接的な証拠とまでは言えない関連資料でございましても、他の資料とつなぎ合

わせることなどによりまして、立証に資することにはなりますので、このような関連資料

につきましても立入検査の際に幅広く収集する必要性が高いということでございます。 

 さらに、資料右下のボックスにありますとおり、立入検査等で物証を収集いたしまして

も、それらのみでは違反行為に係る事実関係や収集された客観的情報がその事案において、

どのような意味や位置づけを有するのかといったことを判断することは、多くの場合は極

めて困難ということでございます。 

 そのため、違反被疑事業者の従業員等から、自ら経験したこと等の具体的な供述を得て、

物証が断片的に示唆していた事実関係の詳細を明らかにすることや、その物証がどのよう

な場面で、どのような意味を持っていたのかなどを明らかにすることが違反行為の立証に

は必要不可欠ということになっております。供述調書等の証拠が非常に重要ということは、

こういったことでございます。 

 公正取引委員会といたしましては、手続保障の重要性はもとより大いに認識しておると

ころでございまして、これまでも適切かつ公正な権限行使に努めてきたと考えております
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が、今後もその姿勢をいささかも緩めるということはございません。他方、立入検査・供

述聴取等の権限を十分に活用・機能させて、ようやくのことで違反行為の立証を行い、法

的措置を採り、違反行為を排除して、市場における競争秩序の回復を図っている状況であ

りますので、いわゆる防御権の導入の是非につきましては、この公正取引委員会による実

態解明機能の確保という観点からも慎重な御議論を賜りたいと考えているところでござい

ます。 

 立入検査とか供述聴取の実効性が仮に損なわれることとなれば、公正取引委員会による

独禁法の執行に深刻な影響が生じることになります。事件調査を行う上での実態解明機能

を確保した上で、手続保障を図る方法についてのバランスのとれた御議論をぜひこの懇談

会ではお願いしたいと考えておるところでございます。 

 なお、先ほど委員の皆様方から既に多くの様々な論点が出ておるところでございますが、

そのような論点につきましては、また後日、公正取引委員会のほうからも考え方等を述べ

させていただきたいと考えております。 

○宇賀座長 どうもありがとうございました。 

 なお、本日御出席の予定でありました川出委員におかれましては、急遽御都合により御

欠席されるとの連絡がございました。 

 それでは、ただいまの公正取引委員会からの御説明につきまして、御質問がありました

ら、お願いいたします。 

 川島委員、どうぞ。 

○川島委員 資料の５ページ目の２つのグラフですが、平成 23 年度の対象事業者数がいず

れも山が高くなっておりまして、この理由なり背景を教えていただきたいと思います。 

○松尾公正取引委員会経済取引局長 今ちょっと手元に資料がございませんが、恐らく参

加事業者が多かった入札談合事件というものが多分ここであったのだと思います。今、具

体的な資料を持ち合わせておりませんので、また後ほど調べて御報告させていただきます。 

○宇賀座長 ほかにいかがでしょうか。 

 及川委員、どうぞ。 

○及川委員 御説明をどうもありがとうございました。特に 10 ページとか、そういった実

態解明への調査の手続の流れについて私自身は初めて知ることができ、大変勉強なりまし

た。実施方法の中で、対象者とか場所とか頻度、時間などもいろいろ出てきて、その場そ

の場でいろいろな御判断がされるのだと思います。例えばですけれども、勤務時間内に聴

取を終えるというのは、９時から５時というようなことで各地、そういった統一になって

いるのか。あるいは休憩や食事時間を確保しているということですと、９時５時の中で休

憩と食事以外はずっと調査するとか、あるいは数回というのは何日くらいまでが好ましい

とか、いわゆる共通的なマニュアルとか手引というものに基づいて、こういうようなこと

が行われているかどうかをお教えいただければありがたいと思います。 

○松尾公正取引委員会経済取引局長 お答えいたします。事情聴取を何回するのか、どう
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いったタイミングで休憩をとり、食事時間を設定するのかということにつきましては、そ

れぞれ個別の事情に基づいて審査官、又は供述を取られている方の希望というのもあると

思いますので、そういったものを踏まえまして、ケース・バイ・ケースで適切に処理して

おるということでございまして、何回呼ぶとか、何時から何時までやって、何時に昼食を

とって、次は何時から何時まで休憩をするとか、そういったことを定めたマニュアルとい

うものは存在いたしておりません。 

○及川委員 供述人の供述を得て、時間外までいくというようなことを確認した上で調査

をやるとか、そういうことについては、マニュアルはあるんでしょうか。必ず確認するこ

ととか、チェックリストみたいなものは。 

○松尾公正取引委員会経済取引局長 マニュアルにはありませんが、そういうふうにやる

ということについて、審査官に対して、ちゃんと周知はされているということでございま

す。 

○及川委員 分かりました。 

○宇賀座長 中川委員、どうぞ。 

○中川委員 今、説明された資料の９ページで、行政調査として間接強制調査と任意調査

の御説明があったんですけれども、令状に基づくものについては、この懇談会では取り上

げないという整理なんでしょうか。先ほど榊原委員から、令状の場合はまだしもという御

発言がありましたけれども、附則を見ると特にそういう限定はないような気がしたんです

が、御確認をお願いしたいと思います。 

○松尾公正取引委員会経済取引局長 今回のこの懇談会における議論の射程というのか、

対象ということについて、公取としてはそれを申し上げる立場にはないのでございますが、

その平成 25 年独占禁止法改正法は閣法として出された法律でございまして、その附則第

16 条の規定自体につきましては、独禁法第 47 条に基づく行政調査手続の在り方について

検討を行うこととされているというふうに、我々としては理解しております。 

○品川独占禁止法審査手続検討室参事官 事務局から１点よろしいでしょうか。今回その

御議論をいただくものについては、事務局といたしましては行政調査手続が対象であると

考えてございまして、法律の附則に、事件について必要な調査を行う手続という文言がご

ざいますが、これは独占禁止法の法律の中に行政調査権限について置いている規定の条文

を引っ張っているものでございます。当然その事件の大半が行政調査に基づくものである

ということもございますので、行政調査を中心に御議論をいただくということで考えてお

ります。 

○宇賀座長 ほかにいかがでしょうか。 

○舟田座長代理 犯則と行政調査、それは基本的に性格が異なって、犯則の場合は当然、

刑事手続に移行するわけですから、例えばさっき言葉が出ましたけれども、自己負罪拒否

特権をどうするかというのは、すぐ効いてきてしまうわけです。あとで刑罰がかかるかも

しれないと思っていたら、自分に不利なことは言わない。談合しましたか、言いませんと
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いうふうにできるわけです。 

 行政調査の場合には、今の自己負罪拒否特権はありませんから、何でも正直に言わなけ

ればいけないはずです。今、思い出しましたけれども、今はちょうど確定申告の時期で、

自分が去年幾らもらったか、コストが幾らかかったか、これは自分に不利なことであって

も出さなければいけないです。隠したり、嘘をついたりするとサンクションがかかる。 

 それと同じで公取の行政調査については言わなければならない。隠してはいけないとい

うのが原則だと思いますけれども、考えてみると行政調査が始まって、後で犯則手続に移

行するといいますか、例外的に１件あったということですけれども、そういうおそれを持

つと自己負罪拒否特権はありませんと言い切れるのかが心配になって、最初からこれは犯

則手続に移行しませんということを宣言してくれれば、あなたは何でもしゃべりなさいと

言える。その辺はどうなるのか、これは今井先生に今後教えていただきたいです。質問と

いうか感想を持ちました。 

○宇賀座長 今井委員、どうぞ。 

○今井委員 大変難しい問題が初回から出ていると思うのですけれども、今、舟田委員が

おっしゃったように、行政手続と刑事手続は基本的には分かれていると思いますが、御案

内のように川崎民商事件の判例に従って、自然人の刑事責任の追及のための資料の取得収

集に直結する作用を一般的に有する手続については、憲法第 38 条第 1 項の趣旨が及ぶとい

うのが日本の判例でございますので、そういった基準が果たしてここで議論する手続にも

及ぶかどうかというのが分かれ目だと思います。 

 そう考えていくときに、ここで今後議論を整理していかないといけないと思いますけれ

ども、ここでの行政調査は対象が事業者でありまして、刑事責任について言うと自然人で

あります。両者の責任が同時に問題となり得る局面も出てきますけれども、基本的には今、

品川参事官もおっしゃったように、行政調査をここで議論の主体としていて、それは事業

者であって、かつ刑罰ではない課徴金等がかかるのが主たる場面であるという整理をした

上で議論をいたさないと、途中で自然人が出てきて、また、刑罰がかかってくると大変複

雑な話になります。そういう問題が先にあるということは意識しながらも、ここではまず

行政調査であり、川崎民商事件の判例の基準が及ばないような類型であるという整理をす

るほうが、議論のスタートとしてはよいのかなと感じた次第であります。 

○宇賀座長 矢吹委員、どうぞ。 

○矢吹委員 実務家の立場から申し上げますと、供述聴取を取るということについてはい

ろいろと意見があるのですけれども、多くの弁護士は刑事手続に移行する可能性があるの

で、その場合は黙秘権があるんだと言って交渉するという場面が非常に多くあります。実

際に犯則手続に移行した場合には、事業者も個人も刑罰に問われるということもあって、

自己負罪拒否特権を行政手続の審査で入れるか入れないかという議論をするのであれば、

やはり犯則調査に移行する可能性も前提に議論する必要があり、行政手続だから黙秘権、

自己負罪拒否特権はないんだということで議論が収れんしてしまうという懸念があります。
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そこのところはよろしくお願いしたいと思います。 

○宇賀座長 ほかにいかがでしょうか。 

 榊原委員、どうぞ。 

○榊原委員 今の矢吹委員の御発言に近いのですけれども、可能性ということですが、実

際に経済界の意見を聞いておりますと、取調べの密室の中で犯則事件になる可能性がある

ということは、普通は弁護士が立ち会っていて、そこでアドバイスをしてくれれば分かり

ますけれども、通常は分からない。リーニエンシーが得られるかどうかとか、結局、連日

呼び出されて、実際にどうなのかは分かりませんけれども、割り屋とおっしゃられるよう

な、自白を強要するような、自白するまでは連日呼び出されるような実態があるというこ

とを回答している企業が結構いるんです。ですから、実際にそういうふうになっていると

いうことです。自白するまで呼び出されるそうです。 

 先ほど実態解明が必要であるということとか、それが非常に難しいという御指摘は分か

るのですけれども、だったら幅広に全部何でもかんでも持って行っていいのかとか、呼び

出しを毎日、毎日、言うまで呼び出し続けていいのか。マニュアルでも９時５時とかきっ

ちりしたものがないのかどうかは分かりませんが、そこら辺の実態がどうなっているのか

を前提に議論をしないと、理論的に可能性があるからということでもいいのですが、実態

についてもやはり考えていただきたいなと思います。 

○宇賀座長 矢吹委員、どうぞ。 

○矢吹委員 今、公取の御説明もあり、私も申し上げたんですが、行政調査権限の強化と

いうことも１つの論点であろうかと思います。今回の改正法附則、それから附帯決議だと

事業者の防御の保障ということを一つ取り上げられているのですが、行政調査権限の強化

ということもここで議論するということでよろしいのでしょうか。 

○品川独占禁止法審査手続検討室参事官 もちろん今回の懇談会のテーマとして、とりあ

えず与えられておりますのは、行政調査についての防御権についてということでございま

すが、防御権のみで御議論をいただくことが適当ではないということであれば、そこは視

野の範囲がもう少し広がってくるということはあろうかと思います。 

○矢吹委員 ありがとうございます。というのは、防御権で必ず出てくるのは反対側の審

査権の強化なので、防御権の制度を導入するためには審査権もある意味では強化しなけれ

ばいけないということもありますので、質問をさせていただきました。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 ほかはいかがでしょうか。 

○舟田座長代理 さっきの点は、最初の立入検査のときにはまだ公取はいろいろな事実を

つかんでいませんから、行政調査で入って、しかし、これは刑罰に相当するようなひどい

ことだと思ったら、早い時期に移行する。そうでなかったら、その場で立法政策上、これ

は犯則には移行しないと宣言する。そうするとさっき今井委員がおっしゃったように、こ

れはもう純粋に行政調査ということで一貫するわけです。それをどこかで決めておかない
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と、さっき矢吹さんがおっしゃったように、いつまでも弁護士としては危ないから言うな

ということが効いてしまう。それでは審査が進まないので、どこかで決めておかなければ

いけないのではないかという感想を私は持っています。 

 もう一つ、今、出てきた目的ですけれども、防御権のことと審査の都合。私は審査の都

合というよりは、真実の解明といいますか、あるいは国民の目に違反行為がきちんと分か

ることという意味での適正手続が目的なのではないかという気がしております。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。中川委員、どうぞ。 

○中川委員 今の話につきまして、２点申し上げます。 

 １つは、附則が行政調査しか入ってこないというのは、私はそうは読めないと思います。

必要な調査を行う手続についてということで、その他の行政手続との整合性、防御権と書

いてありますが、行政調査が犯則調査を含まないというのは、それはそういう用語法もあ

りますけれども、逆に、行政機関が行う以上は全て行政調査という用語法も行政法では普

通に使います。もちろん、附則をつくるときの公取委側の含意はそうだったということは

あるかもしれませんが、この条文だけを見ますと、これは間接強制調査に限定した議論で

なければならないというのは、私は非常に納得ができない解釈だと思います。これが１点

です。 

 他方で何人かの方から御発言があったかもしれませんが、余り広げると議論が混乱する

というのは確かでありますので、そこは適宜制限する必要はあるかと思いますけれども、

やはり犯則調査に移行する可能性がある以上は、これはその可能性も含めて考えなければ

いけないというところは疑いのないことだと思いますので、そういった意味で間接強制調

査に限定して、これだけ考えるということはやっていただきたくないと思います。 

 射程ですけれども、調査権限の強化もあるのかというお話が出ました。この附則からす

るとそれもあり得るのだろうなと思います。その際に方法として、例えば今は調査拒否に

対する罰則だけですけれども、一部の法律で規定がありますが、調査に応じないとその部

分について立証責任の転換といいますか、法令違反があったとみなすという条文の例があ

ります。これは非常に強烈な方法です。一部の法律でありますけれども、そういうことも

ここは含めて議論し得るのではないかと考えましたので、一言申し上げます。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 今井委員、どうぞ。 

○今井委員 今の中川委員の御意見と特に変わるものはないのですが、今日が最初ですの

で、附則をここでどういうふうに私たちが受け止めるかということで、改めて意見を申し

上げますと、事件関係人が十分な防御を行うことと書いてありますが、先ほども申し上げ

ましたように、その事件関係人の中には自然人もいれば、自然人と法人も含むところの事

業者もいる、ということであります。 

 また、防御というときには、自然人について言うと刑事罰もあり得ますし、事業者につ
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いては行政上の課徴金等がかかってくると。課徴金のほうは、これは刑罰ではございませ

んので、自己負罪拒否特権というものの理解にもよりますけれども、基本的にはその問題

にはならず、手続的な対応の公平性という問題しか出てこないと思いますが、こういうふ

うに刑罰と刑罰でない制裁が併存しています。そういったそれぞれの制裁に応じて主体の

違いも踏まえて、この附則をどういうふうに読んでいくか。そうしますと、大きく２かけ

る２で４通りのパターンがあるのかもしれませんが、そのあたりを一つ一つの議論の段階

において、今、誰に対する如何なる制裁について議論しているのかを意識してなさってい

ったほうがいいのかなと思いました。 

 以上です。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 泉水委員、どうぞ。 

○泉水委員 今の附則の射程のお話でありますけれども、私なりの読み方をしますと、附

則の２行目に、「我が国における他の行政手続との整合性を確保しつつ」となっております

ので、やはり比較するのは行政手続だと考えられますので、附則の素直な読み方としては

行政手続なのだろうなと思います。 

 また、この附則自身は審判制度廃止に伴う法改正に関するものですから、審判制度は当

然、行政手続でございまして、犯則手続に関わらないと思われますので、そういう意味で

行政手続について言っているのかなと思っております。ただ、先ほどから出てきておりま

すとおり、当然、行政調査が犯則手続に移行する可能性があり、現にそういう例もあるわ

けですし、事業者あるいはとりわけ個人については重要なものになってくると思いますの

で、当然、犯則手続というのは射程に入れながら議論をしていかなくてはいけないと思っ

ております。 

 以上です。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、最後の議題でございますが、懇談会の進め方等について議論をしていただき

たいと存じます。案を作成しておりますので、事務局から懇談会の進め方の案について、

御説明をお願いいたします。 

○品川独占禁止法審査手続検討室参事官 お手元の資料６を御覧いただきたいと存じます。

懇談会は平成 26 年２月の第１回というのが本日入ってございます。年内に懇談会としての

一とおりの結論を得たいと考えてございますので、それを念頭に進め方として案をお示し

させていただいております。 

 とりあえず第２回以降は３回ほどヒアリングを行わせていただきたいと考えてございま

す。対象といたしましては、経済界、法曹界あるいは学識者、他省庁ということも考えて

おりまして、最後に公正取引委員会からヒアリングを行うということを考えてございます。 

 その後、５月くらいに第５回ということで論点整理のための御討議をいただきたいと考
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えてございます。ここで一応論点を整理いたしまして、こういう論点について、今後、懇

談会として検討をするという方向性をお出しいただきたいと考えておりまして、この論点

を意見募集ということで書いてございますが、パブリックコメントに付して広く各界の意

見を聞きたいと考えてございます。 

 その後、６月から７月にかけまして、このパブリックコメントの意見の締切りの関係等

がございますけれども、いずれにせよ、このパブリックコメントの意見も踏まえた形で御

議論を何度かいただきまして、その後、夏休みを挟みまして、９月くらいに更に自由討議

をさせていただく。この自由討議の頃に、またもう少しヒアリングが必要だということで

あれば、それは適宜入れていただくということを考えております。 

 その後、秋から冬にかけて、報告書の取りまとめということで考えてございます。もち

ろん、ここは第 10 回までという念頭で考えておりますけれども、回数につきましてはそれ

ぞれのタイミングで複数回開催するということも必要に応じてはあり得ると考えてござい

ます。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

○宇賀座長 それでは、ただいまの御説明につきまして、御意見のある方は自由に御発言

をお願いします。 

 なお、私から１点、本日御説明をお願いいたしました公正取引委員会につきましては、

第２回の会合以降におきましても、質問があったときの対応とか、あるいは事実関係の説

明のために、公正取引委員会の事務方に出席をしていただいてはどうかと考えております

が、そういうことでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○宇賀座長 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。 

 それでは、資料６、ただいまの事務局の説明につきまして、御意見あるいは御質問があ

りしまたら、お願いします。 

 及川委員、どうぞ。 

○及川委員 もし御検討をいただけるなら、ということですけれども、中小企業の現場に

行きますと、公取委が調査に入ったときに、例えば銀行の支店長とちょうど重要な資金繰

りの話をしているときに入って、お昼のニュースを見たら、もうそのことが NHK に流れて

いたと。このテレビで映ったんですよとか、この場のソファーにいたんですよとか大変臨

場感のある、説明があります。 

 もしヒアリングでこの場ということもあると思いますけれども、もしお時間等が許すこ

とがあれば、ぜひ先生方に中小企業の現場の中で、こちらから出向いてヒアリングをする

という機会も、御検討をいただければ、ありがたいと思っております。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。三村委員、どうぞ。 

○三村委員 今日の論点は大変勉強になって、ありがとうございます。１つ、先ほどの話
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とも関係するのですけれども、例えば非常に多様な状況の中でこの議論が行われなければ

いけない。更に公正な取引、例えば中小企業ということですけれども、やはりそこにおけ

る実態というものをもう少し明らかにするような過程で、このヒアリングの中に組み込ん

でいただくのが、私は非常に適切だと思います。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。榊原委員、どうぞ。 

○榊原委員 この資料６には、経済界とか法曹界とかヒアリングの候補の属性が書かれて

いるので、既にそういう御準備をされているのかもしれませんけれども、ぜひお願いをし

たいなと思うのが、経済界からのヒアリングであるとか、法曹界のヒアリングであっても、

例えば個別の会社であるとなかなか言いにくいということがございますので、団体が望ま

しいのではないかということです。それから、法曹界の場合、矢吹委員も弁護士というこ

とで日弁連からも意見書は出るのかもしれませんけれども、それ以外の弁護士についても

複数のクライアントの立入りの状況とか取調べの状況をよく御承知だと思いますので、特

定の個社に特化せずに実態を説明していただけるのではないかと思いますので、資料２の

事件関係人が十分な防御を行うことを確保する観点からという記載のところの検討を行え

るようにするという目的のためにも、多くの事件を処理されたことがある弁護士の方から

実態などをお聞きしたいなと思います。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 河野委員、どうぞ。 

○河野委員 ここにヒアリングをこの後３回やってくださるということです。附則と附帯

決議のところに書かれている諸外国の事例というふうにもありますので、そのあたりは今

日の公正取引委員会さんの資料にも概要が書いてありましたけれども、私自身は非常にそ

の法的知識もございませんし、産業界の実態も具体的には存じ上げませんので、そのあた

りが分かるように。それから、諸外国の事例も具体的に分かるようにということで、ぜひ

ヒアリングをお願いしたいと思います。 

 例えばここに書いてある経済界の方、法曹界の方、学識者の方、様々な御意見があると

思います。特に学識者の方もそのお立場や専門性からいろいろな御意見があると思います

ので、より広い意見交換ができるように、しっかりした背景を学べるような形で人選をお

願いしたいと思っています。 

 ちなみにここに書かれている他省庁は、恐らく他の行政手続との整合性というところで

ここに書かれていると思いますが、今、候補としてはどんなところが上がっているかを教

えていただければと思います。 

○品川独占禁止法審査手続検討室参事官 まだ今の時点で確定というわけではございませ

んけれども、他にも行政調査権限を持っている省庁といたしましては、国税庁や金融庁と

いったところが考えられるかと思っております。 

○宇賀座長 川島委員、どうぞ。 
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○川島委員 先ほど榊原委員から、多様な話が聞けるようにというお話があったと思いま

す。冒頭の自己紹介のときにも、防御と言った場合に会社の防御と個人の防御の２つの立

場があるのではないかと申し上げました。その後者の面からも、法曹界、弁護士の方から

どうあるべきかといったような話が聞けたらと思っていますので、その点の御検討をお願

いしたいと思います。 

○宇賀座長 矢吹委員、どうぞ。 

○矢吹委員 ２つお願いしたいのですが、１つは先ほどの諸外国の事例を参考にしてと申

し上げた点です。今回議論になります弁護士依頼者秘匿特権とか弁護士の立会いの問題は、

諸外国の実務をよく知り、それを参考にしないといけないと思います。ですから、公正取

引委員会からも情報をいただくと同時に、やはり外国の専門家から直接お聞きできるとい

う場があると、実態的によく分かると思います。私どもは例えば先週、カルテルワークシ

ョップがローマでありましたけれども、そういう会議に行くと実態がリアルに分かります。

そういう実際の状況を聞かないと、なかなか弁護士依頼者秘匿特権でも、その立会いの問

題でも肌で分かるのが難しいのではないかと思いますので、もし可能であれば、そういう

方を呼んでいただきたいと思います。 

 日本にも独禁法専門の EU の弁護士がいたり、なかなかアメリカで反トラスト法の専門家

で日本にいるという人は少ないのですが、日本語ができる人もいますので、そういう人も

御紹介できますので、ぜひ検討してください。 

 もう一つは、日本の弁護士も手続では個人の従業員を代理している弁護士も多いので、

今おっしゃるように多様な経験をしている弁護士を複数呼んでいただくことをお願いした

いと思います。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。大沢委員、どうぞ。 

○大沢委員 先ほど犯則調査の件が出ましたけれども、そういった点からも、ここで法曹

界とありますが、恐らく法務省の方からもお話を伺うことがあるかと思いますが、やはり

その後の告発ということで、検察と公取というのはある程度いろいろと関係が深いと思い

ますので、来ていただく方には実務というか、そういった現場の状況をよく分かる方の話

も一応聞いておいたほうがいいのではないかと思ったので、申し上げる次第です。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。今井委員、どうぞ。 

○今井委員 矢吹委員のおっしゃったことに関連してですが、弁護士秘匿特権等について

海外の弁護士さんを呼ぶというのはとてもいいアイデアだと思いますが、その際に可能で

あれば、予算の関係や日数の関係があるのでしょうけれども、国によって随分この概念も

多様ですので、公平さを保てるような人選をぜひ、矢吹先生の御意見なども伺って、なさ

ったほうが、ここでの有効な議論になるかなと思った次第です。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 
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 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 本日は長時間にわたりまして、活発に御議論をいただきまして、ありがとうございまし

た。先ほど出ました、この懇談会での射程について、今日はいろいろな御議論をいただき

ましたので、それを踏まえて整理をさせていただきたいと思います。 

 今後の進め方につきましては、次回から３回ほどヒアリングを行って、この懇談会で検

討すべき論点の洗い出しを図っていってはどうかと思います。具体的に次回の会合では、

経済界、法曹界等から公正取引委員会の審査手続についての意見をお話しいただくという

ことにしてはどうかと考えておりますけれども、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○宇賀座長 それでは、そのように進めたいと思います。委員の人選につきましては、今

日いろいろな御意見を伺いました。次回３回以外にも追加のヒアリングということもござ

いますので、今日いただいた御意見を踏まえて、人選について事務局とも相談をして検討

したいと思いますが、次回の会合でのヒアリングの人選につきましては、今日いただいた

御意見を踏まえまして検討いたしますので、私に御一任をいただければと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○宇賀座長 ありがとうございます。 

 本日の会合の概要につきましては、事務方からプレスに対して説明することといたしま

す。また、本日の会合の議事概要につきましては、事務局において作成しまして、近日中

に公表させていただきます。別途、議事録を作成いたしまして、こちらについては委員の

皆様にも御確認をいただいた上で公表することとしたいと存じます。 

 最後に次回の日程について、事務局から御説明をお願いします。 

○品川独占禁止法審査手続検討室参事官 次回の日程につきましては、３月の開催をさせ

ていただきたいと考えておりますけれども、改めて皆様から御都合をお伺いした上で、で

きるだけ多数の方が御参加をいただける日程を調整させていただきたいと考えてございま

す。具体的な日程につきましては、ヒアリングの対象者の都合もございますので、そちら

も調整した上で後日御連絡させていただくということにさせていただければと思います。 

○宇賀座長 ほかに何か御質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、本日はお忙しいところをどうもありがとうございました。これにて終了いた

します。 
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